
厚木市ペット霊園等の設置に伴う環境保全に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、厚木市環境基本条例（平成 30 年厚木市条例第４号）の本旨を達成

するため、ペット霊園等の設置及び移動火葬車の運用が公衆衛生その他公共の福祉の見

地から支障なく行われるための措置を講じ、もって市民の生活環境の保全に資すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) ペット霊園等 犬、猫その他の人に飼養されていた動物の死体の火葬に要する炉の

設備（以下「火葬炉」という。）を有する施設、当該死体の焼骨を埋蔵し、又は収蔵す

るための設備を有する施設、葬祭施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。 

 (2) 事業者 ペット霊園等を設置しようとする者をいう。 

 (3) 事業区域 ペット霊園等を設置しようとする土地の区域をいう。 

 (4) 移動火葬車 火葬炉を搭載し移動することができる自動車等をいう。 

 (5) 移動火葬事業者 移動火葬車を運用し事業を営む者をいう。 

（事業者等の責務） 

第３条 事業者は、ペット霊園の設置に当たり、周辺環境へ公害が発生しないよう十分な

対策を講じなければならない。 

２ 事業者は、ペット霊園等の設置に伴い、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって

その解決に当たらなければならない。 

（設置計画の周知） 

第４条 事業者は、第３項の規定による説明会を行う前に、ペット霊園等の設置計画の概

要を記載した標識（第１号様式）を事業区域の外部から見やすい場所に設置しなければ

ならない。 

２ 前項の標識は、風雨等に強い構造及び材質とし、その標識の設置期間は、当該ペット

霊園等の設置に係る工事（以下「工事」という。）が完了するまでとする。 

３ 事業者は、次条の規定によりペット霊園等設置申出書を提出する前に、周辺住民（事

業区域の境界線から水平距離 100 メートル以内の範囲における土地を所有する者又は

建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者及び住民自治組織の代表者を

いう。）に対し設置計画の概要について説明会を開催し、当該ペット霊園等の設置につ

いての周知徹底を図らなければならない。 

４ 事業者は、前項の説明会の記録を説明会結果報告書により市長に提出しなければなら

ない。 



（設置についての市長の同意） 

第５条 事業者は、ペット霊園等設置申出書に次に掲げる図書を添えて市長に提出し、そ

の同意を得なければならない。 

(1) 位置図 

(2) 周辺の見取図 

(3) ペット霊園等の配置図 

(4) ペット霊園等の設置の施工工程を明らかにした書面 

(5) 事業区域内の排水経路図 

(6) 事業者が法人の場合にあっては法人登記簿謄本（提出時前３箇月以内に交付され

たものに限る。）、事業者が個人の場合にあっては住民票（提出時前３箇月以内に交

付されたものに限る。）の写し 

(7) その他市長が必要と認める図書 

（市長の同意の基準等） 

第６条 市長は、前条に規定するペット霊園等設置申出書の提出があった場合には、速や

かに審査し、その内容が次に掲げる基準のいずれにも適合しているときでなければ同意

してはならない。 

 (1) 別表に定める施設及び人が現に居住し、又は使用している建物の敷地の境界線から

事業区域の境界線までの水平距離が、100 メートル以上離れていること。 

 (2) 事業区域及びその周辺の地域における公衆衛生及び生活環境を損ねることがない

よう市長が別に定める基準による適切な措置が講じられていること。 

 (3) 火葬炉を設けるペット霊園等にあっては、取り扱う動物の死体に適合した冷蔵保管

庫を設けること。 

 (4) 雨水又は汚水が滞留しないように、適当な排水設備を設けること。 

 (5) 動物の死体を土中に葬る施設の設置でないこと。 

（着手届等） 

第７条 事業者は、工事に着手した日から起算して７日以内に、その旨を市長に届け出な

ければならない。 

２ 事業者は、工事が完了した日から起算して 10 日以内に、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

（移動火葬車使用の届出） 

第８条 移動火葬事業者は、移動火葬車使用届に、次に掲げる図書を添えて市長に提出し

なければならない。 

(1) 使用車両の車検証の写し 

(2) 使用車両に搭載する炉の構造及び処理能力を記載した資料 

（勧告） 



第９条 市長は、その同意を得ないで、又は同意を得た内容と異なるペット霊園等を設置

しようとする事業者に対して、設置の中止又は変更を勧告するものとする。 

（適用除外） 

第 10 条 次に掲げる場合には、この要綱は、適用しない。 

 (1) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）第 10 条及び第 11 条の規定に

より許可を受けた墓地、納骨堂又は火葬場をペット霊園等とする場合 

 (2) 自ら所有し、又は借り受けた土地において、自ら飼養していたペットを埋葬又は  

埋蔵し、並びに収蔵する場合 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めのない事項については、市長と事業者及び移動火葬事業者が協

議するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成 16 年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にペット霊園等の設置をしている者（ペット霊園等の設置に係

る工事に着手している者を含む。）については、この要綱は、適用しない。 

   附 則 

１ この要綱は、平成 31 年１月４日から施行する。 

 



別表（第６条関係） 

１ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校 

２ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項及び第２項に規定する病院及び

診療所（患者を入院させる施設を有するものに限る。） 

３ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条第１項に規定する児童福祉施設 

４ 介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第 28 項及び第 29 項に規定する介護老人

保健施設及び介護医療院 

５ 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第５条の３に規定する老人福祉施設 

６ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条第１項に規定する公の施設 



第１号様式（第４条関係） 

               90 ㎝以上                    

ペット霊園等計画に関する標識 

ペット霊園等名称  

所在地 厚木市 

区分 □ 火葬炉を有する施設  □ 埋蔵・収蔵する施設 

□ 葬祭施設 

 

施

設

等

の

概

要 

区域  面積        ㎡ 

内訳 

埋蔵・収蔵する施設の区域面積   ㎡ （区画数  区

画） 

建物の敷地面積          ㎡ 

建物の建築面積 □ 火葬炉を有する施設   ㎡   □ 埋蔵・収蔵す

る施設  ㎡ 

□ 葬祭施設       ㎡  

建物の延床面積 □ 火葬炉を有する施設  ㎡  □ 埋蔵・収蔵する施

設  ㎡ 

□ 葬祭施設       ㎡  

建物の階数及び構造 □ 火葬炉を有する施設  □ 埋蔵・収蔵する施設 

□ 葬祭施設        

地上   階、地下   階    構造      造 

高さ    地上    ｍ 

火葬炉を有する施設 火葬炉数   

工事着手予定年月日        年    月    日 

工事完了予定年月日        年    月    日 

事業者の住所（所在地）、

氏名（名称及び代表者）及

び電話番号 

住所 

氏名 

電話    （   ） 

工事施行者の住所（所在

地）、氏名（名称及び代表

者）及び電話番号 

住所 

氏名 

電話    （   ） 

 この標識は、厚木市ペット霊園等の設置に伴う環境保全に関する要綱第４条第１項

の規定により設置するものです。 

 

 

                           年  月  日 設置 

備考  □のある欄には、該当する□内にﾚ点を記入してください。 

90 
㎝ 
以 
上 


